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生活便利帳

市議会・選挙・市民参加
市議会のしくみ 問合せ先：議会事務局（内線 3211）

■ 1. 市議会とは（議決機関と執行機関）

　恵庭市を明るく豊かで住みよいまちにするためには、市民
全員で話し合っていくことが必要です。しかし、市民全員が
１カ所に集まり市政を運営することは不可能なため、市民の
代表として選ばれた市議会議員が集まり、市の仕事について
議論し、決定するところが市議会です。これを市の議決機関
または意思決定機関といいます。そして、市議会で決定した
ことをもとに、市長が実際に仕事を進めていきます。こちら
は執行機関といいます。そこで両者の関係は、車にたとえ「市
政の両輪」と呼ばれています。
■ 2.市議会の組織
（1）議員の定数
　恵庭市では「恵庭市議会議員定数条例」により、議員定数
は21人となっています
（2）議員の任期
　現在の議員の任期は、令和 5年5月1日から令和9年4月30
日です
（3）議長と副議長
　議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
　議長は、本会議などの議会の運営や議会に関する事務の処
理に当たり、対外的には議会の代表者として議会の意思を表
明します
■ 3.市議会の仕事
　議会には、法律によって多くの権限が与えられています
が、その主なものは次のとおりです。
（1）議決
　条例の制定・改廃・廃止、予算の決定、決算の認定、主要
な契約など市政の重要な事項について議決します
（2）選挙と同意
　議長、副議長を選挙したり、また、副市長、監査委員、
教育委員会の委員など市長が任命する際には、議会の同意が
必要です
（3）調査と検査
　市の仕事について調査し、必要な場合には関係人の出
頭・証言、記録の提出などを求めることができます
（4）請願と陳情
　請願・陳情を審査して、市民の声を市政に反映させるよう
にします

（5）意見書の提出
　公益に関することについて、市議会の意見を国の関係
機関に要請します
■市議会の運営
　市議会には、定例会と必要に応じて開く臨時会がありま
す。定例会は、年4回開きます。
（1）本会議
　本会議は、議案などを審議し、市議会の最終的な意思を決
める会議で、原則として議員定数の半数以上の出席が必要で
す。本会議では、市長が議案について提案理由を説明したり、
議員が市政について質問し、また、意見を述べたりします
（2）委員会
　市議会の最終的な決定（議決）は本会議でおこなわれます
が、効率的・専門的な審議をするために常任委員会や特別委
員会を設置しています
●常任委員会
　恵庭市議会には、市役所の業務の部門に対応して 3 つの委
員会があり、本会議で付託された事項の審査や所管事務の調
査を行います。委員の任期は、条例により 2 年と定められて
います

●議会運営委員会
　議会運営委員会は、本会議が円滑に、かつ、効率的に進行
するために、議会運営に関する重要な事項を協議、調整する
とともに、請願および陳情の取り扱いについて協議します
●特別委員会
　特別委員会は、議会が必要と認めたときに、本会議の議決
によって設置され特定の重要事項について審査します。設置
されているものとして、基地特別委員会（令和元年設置）、
補正予算審査特別委員会（令和元年設置）、柏陽・恵央地区
まちづくり特別委員会（令和 3 年設置）、予算審査特別委員
会（毎年設置）、決算審査特別委員会（毎年設置）がありま
す

　市議会の本会議、委員会は、どなたでも傍聴できます。
　市議会を傍聴することは、市政の運営状況や、議員活動、市議会の様子を知るための良い方法です。皆さんもぜひ、市議
会を傍聴してみませんか。

市議会を傍聴してみませんか 問合せ先：議会事務局（内線 3211）

■本会議の傍聴
　議場は、市役所の3階にあり、57人分の傍聴席と3人
分の車椅子席が設けられています。また、身体の不自由
な方のための昇降機も設置しています。
　傍聴席入口で、傍聴人受付票に住所、氏名を記入して
いただきます。
■委員会の傍聴
　常任委員会、特別委員会の傍聴もできます。
　委員会の傍聴は、席に限りがあるため、傍聴者数を制
限する場合があります。

■傍聴に関しては、次の事項をお守りください
（1）拍手などにより公然と可否を表明しないこと
（2）談論、放歌、高笑いなど騒ぎ立てないこと
（3）示威宣伝または扇動する行為をしないこと
（4）飲食、喫煙をしないこと
（5）写真、ビデオ撮影や録音をしないこと
　その他会議の秩序を乱す行為をしないこと
※携帯電話は、電源を切るか着信音等を発しない措置を
　し、傍聴席にお入りください

委員会名 所管部局

総務文教常任委員会
総務部、企画振興部、教育委員会、会計課、公
平委員会、選挙管理委員会、監査委員、議会な
どの所管事項

厚生消防常任委員会 生活環境部、保健福祉部、子ども未来部、消防
本部などの所管事項

経済建設常任委員会 経済部、農業委員会、建設部、水道部などの所
管事項
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議会・選挙・町内会・自治会8.
請願書・陳情書の提出 問合せ先：議会事務局（内線 3211）

　皆さんは、市政への要望や意見を反映させる方法とし
て、請願書や陳情書を議会に提出することができます。
　請願書を提出するときは、市議会議員の紹介が必要と
なりますが、陳情書の場合は、その必要はありません。
　請願は必ず議会で審査されますが、陳情のうち、郵送
されたものは議員または市民・市民団体から要請がなけ
れば議会で審査がされません。
　受理された請願・陳情は、所管する委員会で審査され、
本会議で採択か不採択の決定をし、採択されたものは市
長その他関係機関に送付されます。

●請願書・陳情書の記載方法
（1）標題、趣旨、提出月日、提出者の住所・氏名を邦文
　　で記載し、押印します
（2）請願の場合は、紹介議員（1名以上）の記名押印が
　　必要となります
●請願書・陳情書書式例
　詳しくは議会事務局に問い合わせください

選挙権があれば投票できますか？ 問合せ先：選挙管理委員会（内線 4601）

　投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
　選挙人名簿は、どの地区にどれだけの人が、有権者として登録されているかを示すものです。住民基本台帳に基づいて登
録が行われていますので、居住地の移転などは、必ず住み始めてから14日以内に住民登録の変更届出を行ってください。

■登録資格
　年齢が満18歳以上の日本国民であること。
　また、住民票が作成された日（転入届出をした日）か
ら、引き続き3か月以上住民基本台帳に記録がされている
こと。
※詳しくは、「選べる人？　選ばれる人？」をご覧くだ
　さい。
■選べる人？　選ばれる人？
●選べる人とは？
　選べる人とは、選挙権をもつ人です。選挙権をもつには、
次の「備えていなければならない条件」を満たさなくては
なりません。
　しかし、「権利を失う条件」にひとつでも当てはまる場
合は、権利を失います。
　なお、選挙権をもっていても、選挙人名簿に登録されて
いなければ、実際の選挙で投票することはできません
■備えていなければならない条件

■権利を失う条件
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなく
　なるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く）
・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑
　期間経過後 5 年間（被選挙権は 10 年間）を経過しな
　い者。または刑の執行猶予中の者
・選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の
　執行猶予中の者
・公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、
　被選挙権が停止されている者
・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が
　停止されている者

■登録の時期
　登録には、次の2通りがあります。
　一度、登録されると登録資格に異動が生じないかぎ
り、永久に登録されます。

■登録の抹消
　選挙人名簿の登録は、死亡または日本国籍を失ったと
きや、ほかの市町村に住所を移して4か月が経過したと
きに抹消されます。
■名簿の閲覧
　選挙人名簿の正確性を保つため、閲覧を行っていま
す。次のような場合に閲覧できます。
・選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
・公職の候補者など、政党その他の政治団体が、政治活
動（選挙運動を含む）を行うために必要な場合

・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公
益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関す
るものを実施するために必要な場合

　なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の
5日後までの間は閲覧できません

選挙の種類
条件内容

国籍 年齢

住所地衆議院議員

日本国民
であるこ
と

満18歳以
上である
こと

参議院議員

知事
道議会議員

引き続き 3
か月以上市
区町村の区
域内に住所
を有してい
ること

〈知事・道議会議員
の選挙権〉
同一市町村に 3か月
以上住所を有する人
が引き続き道内の他
市町村に住所を移し
てもよい

市町村長
市町村議会議員

定時登録
年 4回／ 3月、6月、9月、12 月
各月の 1日を基準日として、登録資格のある人を
その月の 1日付で登録します

選挙時登録 選挙のたびに、登録基準日と登録日を定めて登録
します
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生活便利帳 議会・選挙・町内会・自治会8.
投票日当日に投票ができないときは？ 問合せ先：選挙管理委員会（内線 4601）

　選挙は、投票日に投票所で投票することを原則としていますが、投票日当日に仕事やレジャーなどで、投票することがで
きないときは期日前投票制度により、投票日前であっても直接投票用紙を投票箱に入れることができます。
　また、長期の出張先の市区町村選挙管理委員会で投票する場合や、病院、老人ホームでの投票、都合により投票所に行く
ことができない場合などは、不在者投票をすることができます。

■期日前投票
●対象となる選挙
　選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票
●対象者
　投票日当日に、仕事やレジャー、冠婚葬祭などの一定の事
由により投票できない人
●投票できる期間
　公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの期間
●投票の手続き
　入場券を持参ください。事前に入場券裏面の「期日前投票
宣誓書」に必要事項を記入しておくと、手続きが早く済みま
す
※投票手続きをスムーズに行うため、なるべく投票所入場券
　を持参ください。投票所入場券を持参していない場合でも、
　投票することができます

●投票のできる場所・時間
【市民会館】
　住所：新町10
　投票時間：8時30分～ 20時
【恵み野会館】
　住所：恵み野北2-12-2
　投票時間：9時～ 17時
【島松市民センター】
　住所：島松仲町2-5-1（島松支所併設）
　投票時間：9時～ 17時
【フレスポ恵み野】
　住所：恵み野里美 2-15
　投票時間：10時～ 20時
■不在者投票
　長期出張や出産などの理由で恵庭から離れている人は、滞在
先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。※事前に投票用
紙等を請求する必要があります。詳しくは問い合わせください

市長へのまちづくり提言 問合せ先：生活環境課（内線 1181）

　皆さんが恵庭のまちで暮らしていて、日頃から考えた
り、感じたりしていることや市政へのご意見やご提案を
お寄せください。お寄せいただいた提言は、すべて読ま
せていただき、今後のまちづくりの参考にさせていきた
いと考えています。

　また、市ホームページからもダウンロードできます。
　「市長へのまちづくり提言用紙」に記入の上、「市長へのま
ちづくり提言封筒用紙」の中に四つ折で封入していただき、
ポストに投函してください。多くの提言をお待ちしています
※特定の個人や団体などを誹謗・中傷したり、プライバ
　シーを侵害するもの、苦情などはご遠慮願います

■町内会とは？
　わたしたちの住んでいる地域には、それぞれ町内会がありま
す。
　町内会は、ご近所同士がお互いに力を合わせて助け合い、地
域での問題や課題の解決、会員同志が交流を図る地域活動組織
であり、市と相互に連携を取り合って明るく住みやすいまちづ
くりを進めています。少子高齢化が進む中、町内会の役割はま
すます重要になっています。市内には60の町内会があり、そ
れぞれが自主的に活動をしています
■どんな活動をしているの？
●安全で安心なまち
　防犯灯の維持管理を行い、夜間でも安心して通行できるよう
いつも目配りをしています。
　地域によっては、空き巣や車上狙いなどを防ぐため、パトロー
ルを実施しています。また、突然やってくる自然災害に備えて、
防災訓練や防災資機材の整備などをしています
●心地よい環境のまち
　一斉清掃や花壇整備など、地域をきれいにするための活
動をしています。

　新聞や雑誌などの資源物を回収し、ごみの減量化とリサイク
ルに努めています
●心のかようまち
　高齢者への声かけ活動、食事交流会など、社会福祉活動をし
ています。
　地域での親睦と世代間の交流を図るため、夏まつりやラジオ
体操、餅つき大会などのイベントを開催しています
●役立つ情報を届けるお手伝い
　市の広報配布やお知らせなどの回覧に協力しています
●未来を育むまち
　交通安全指導や通学合宿など、町内の子どもたちが楽しく安
全な生活を送るためのお手伝いをしています
■町内会に加入するには？
　お住まいの地域の町内会長、区長などの役員の方にお申し出
ください。連絡先がわからない方は、生活環境課にお問い合わ
せください。
　町内会は、皆さんの一番身近な自治組織として、日々活動を
行っています。恵庭での生活が充実し、楽しく快適に送れるよ
う、ぜひ加入いただき、地域活動に参加してください
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●用紙は次の施設にあります
　市民会館 1 階ホール、生活環境課窓口、島松支所、恵み野
出張所、郷土資料館

町内会に加入しましょう 問合せ先：生活環境課（内線 1181）


